
平成２９年１０月吉日 

産業廃棄物処理業者 各位 

熊本県からの委託事業者 

株式会社 環境と開発 

 

 

平成２９年度熊本県優良産廃処理業者認定制度普及促進事業 

優良産廃処理業者認定制度の基準適合に向けたアドバイザー派遣のご案内 

  

熊本県では、産業廃棄物の適性処理の更なる推進を図ることを目的として、県内産業廃棄物処理

業者が優良認定を取得するためのアドバイザーを派遣する事業を実施します。 

この事業では、優良基準に適合するための支援として、「事業の透明性」の基準充足、「電子マニ

フェスト」の導入、「環境配慮の取組み」としてのエコアクション２１の認証取得の３つについての

支援業務を行うアドバイザーを派遣します。 

なお、本事業では、将来的に優良産廃処理業者の認定を受ける予定の産業廃棄物処理業者を対象

としています。優良産廃処理業者の認定を目的としない電子マニフェストの導入やエコアクション

２１の認証取得の支援は対象となりませんのでご留意ください。 

 

記 

 

１．対 象 熊本県内に本社を置く産業廃棄物処理業者（収集運搬業・処分業）で、かつ、 

優良基準の「遵法性」「財務体質の健全性」「その他」の基準を満たしている者。 

（基準を満たしているかの確認は委託事業者で行いますので、まずは奮ってお申し

込みください。） 

 

２．期 間 平成２９年１１月～平成３０年２月（詳細は、個別にご相談します。） 

 

３．会 場 各参加事業者の事務所・事業場 

 

４．費 用 アドバイザー派遣費用は 無 料  

（別途、産廃情報ネット「さんぱいくん」の履歴証明サービス利用料金、電子マニフ

ェストの利用料金、エコアクション２１の審査費用等が必要になります。） 

 

５．内 容 以下のいずれかについてのアドバイザーを派遣します。 

①「事業の透明性」の基準を充足するための情報公開方法 

②「電子マニフェスト」の導入・使用方法 

③「環境配慮の取組み」としてのエコアクション２１の認証取得方法 

 

６．申込み 裏面の「アドバイザー派遣申請書」にご記入の上、FAX にてお申し込みください。 

申込期限は、 平成２９年１０月３１日（火） です。 

 

７．問合せ 株式会社環境と開発  担当：日野、石原 

E-mail：info@etod.co.jp TEL：096-273-8540 FAX：096-273-8541 



 

平成２９年度熊本県優良産廃処理業者認定制度普及促進事業 

ア ド バ イ ザ ー 派 遣 申 請 書 

 

【申請者】 

住所 〒 

 

会社名（ふりがな）                 （             ） 

代表者名（ふりがな）                 （             ） 

担当者名（ふりがな）                 （             ） 

担当者連絡先 E-mail： 

TEL：               FAX： 

 

【希望項目】 希望する項目の記入欄に「○」をご記入下さい。 

アドバイザー派遣を希望する項目（いづれか１つ） 記入欄 

 ① 「事業の透明性」の基準を充足するための情報公開方法  

 ② 「電子マニフェスト」の導入・使用方法  

 ③ 「環境配慮の取組み」としてのエコアクション２１の認証取得方法  

 

【優良基準の確認】 

項目 記入欄 

① 

過去 5 年間に廃棄物処理法に係る改善

及び停止命令など特定不利益処分を受

けていませんか。 

※行政指導は含みません。 

受けていない  ・  受けた 

② 
直前３年間の決算書類から、以下の数値

をご記入ください。（単位：千円） 
前年度 前々年度 前々々年度 

 

貸借対照表の「純資産合計」    

貸借対照表の「負債・純資産合計」    

損益計算書の「経常利益」    

※上記内容にご記入の上、本申請書と熊本県及び熊本市の産業廃棄物処理業許可証の写し

（収集運搬業、処分業のいずれも）を一緒に、下記へ FAX にてお申込ください。 

※ご記入頂いた情報は本業務のみに使用し、許可なくその他の使用や公表を行うことはありません。 

 

＜申込み先＞ 熊本県からの委託事業者 

株式会社環境と開発   FAX 番号：０９６－273－8541 


